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1．はじめに

　筆者はつくばにある産業技術総合研究所に約

11年勤務をしているが、2014年11月より1年間、

内閣府の科学技術イノベーション部局へ出向を

行い、国の現場での政策の策定や、総合科学技術・

イノベーション会議の事務局機能等の業務に携

わった。

　今回はその中でも、毎年改訂を行うこととなっ

ている「科学技術イノベーション総合戦略」の

2014年版を中心にこれらの問題をご紹介させて

いただき、その特徴を考えてみたい。特に現在

の日本の企業にとってこれらをどのように活用

できるかにも触れ、この先の日本企業がとるべ

き戦略との関連からもこの問題を捉え、多くの

企業の活用すべき方向性を検討する。

2．日本の科学技術戦略に関して

　日本のイノベーションの活用に関しては近年

の安倍晋三内閣の３つの政策「三本の矢」の３

つ目、新たな成長戦略（「日本再興戦略」）に関

して、「科学技術イノベーション」が経済再生

の原動力となるという総理大臣所信表明 1 にお

いて取り上げられた重要テーマとして広く知ら

れている。

　1990年代から策定されている「科学技術基本

計画」（10年程度を見越した中期5年計画）にお

いては、その第三期の計画（2006年3月28日閣

議決定）以降、イノベーションという言葉が謳

われ、新たな社会的・経済的な価値を生み出す

革新という意味で使用されてきている。最近で

は、その中でもイノベーションによる「経済的

な価値の創造」が強調される傾向にある。

　また、総合科学技術会議を「世界で最もイノ

ベーションに適した国」に日本をする司令塔と

しての機能強化を目指す目的で、総合科学技術・

イノベーション会議と改名した。さらに前に取

り上げた「日本再興戦略」と共に、「科学技術

イノベーション総合戦略」を2013年6月に閣議

決定 2 した。今回はこの「科学技術イノベーショ

ン総合戦略」の2014年版を以下で取り上げてみ

る。

写真：内閣府の科学技術イノベーション部局がある
　　　合同庁舎 4号館（永田町の総理大臣官邸の向かい）

１　第183回通常国会における所信表明演説（2013年1月28日）。
２　政府（行政）の意思決定機関である閣議において、全大臣合意のもと決定さ

れる政府全体の合意事項。
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3．科学技術イノベーション総合戦略2014

　科学技術イノベーション総合戦略はその位置

づけとして「科学技術イノベーション自体は、

人類の進歩への貢献、最先端の‘知’の領域の開拓、

経済成長への寄与、国民生活の利便性・生活水

準の向上など、様々な目的・役割を担うもので

はある。まずは現下の我が国の最大かつ喫緊の

課題である経済再生に向けて、科学技術イノベー

ションの潜在力を集中してフルに発揮すること

により、この時局を打開し、今年を「経済再生

元年」にする必要がある」とされ、科学技術イノ

ベーション総合戦略2014（2014年6月24日閣議

決定）においては、「科学技術イノベーション政

策のあり方も、もう一度原点に立ち戻って、社

会から付託されている使命を見つめ直し、科学

技術イノベーションの成果を具体的にどのよう

な経済社会の実現につなげていくのかという、

出口志向の課題解決型政策運営を目指すことと

した。」などとされる。

　この総合戦略は４章で構成されており、ポイ

ントを示すと以下の内容となる。

　第１章では、この１年間の政策の実績や、経

済再生における科学技術イノベーションの役割

を記載し、国際競争力を確保し持続的発展実現

のために科学技術イノベーションを基軸とする

必要性を示している。

　第２章では、2013年の総合戦略と同様に我が

国が直面する５政策課題を引き続き掲げ、加え

て、これら政策課題を解決するための３つの分野

横断技術、「ＩＣＴ（情報技術）」、「ナノテクノロ

ジー」、「環境技術」を掲げた。また、2020年オ

リンピック・パラリンピック東京大会を、研究

開発の成果発信する機会と捉え、日本発のイノ

ベーションを誇示する場としての活用を記載し

ている。

　第３章では、科学技術イノベーションに適し

た環境創出として、意欲的な人材の多様な「挑戦」

と「相互作用」の機会を拡大するための取り組

みを掲げている。中でも、「研究開発法人を中

核としたイノベーションハブの形成」において、

公的研究機関によって研究開発による技術等の

シーズが生み出され、その成果を実用化・事業

化に繋げる取り組みをポイントとした。

　最後の第４章では、総合科学技術・イノベー

ション会議の司令塔機能の発揮として、同会議

が司令塔として果たしてきたこれまでと今後の

取り組みについて記載している。

　以上のような構成でこの総合戦略は成り立っ

ているが、特に今回は、本稿を読む機会を持た

れる企業群にとって有益であろうと思われる第

２章、第３章の部分を中心に、日本の将来に向

けた技術分野のキーワードを明らかにしていく。

　国の政策や戦略などは一般の企業の活動に対

しては関連が低く、多くの企業は景気動向（主

に消費者の動向や大企業の受注など）に事業展

開が左右されることが多い。しかし、国の科学

技術政策からビジネスに戦略が影響を受け、間

接的な関連もある。本稿ではできる限りそのキー

ワードを示したい。

4．第2章「科学技術イノベーションが取り組
むべき課題」について

　第２章は３つの節からなり、特に技術分野等

に言及しているのは、第１節　政策課題の再構築、

第２節　分野横断技術による産業競争力の強化で

ある。以下は資料そのまま記載する。

　図１では第１節において、我が国が直面する

以下５つの課題が示されている。

Ⅰ．クリーンで経済的なエネルギーシステムの
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実現
Ⅱ．国際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実
現
Ⅲ．世界に先駆けた次世代インフラの構築
Ⅳ．地域資源を活用した新産業の育成
Ⅴ．東日本大震災からの早期の復興再生

Ⅰについては、
・新たなエネルギー源・資源の確保や二酸化炭

素排出量の増加への対応が必要

・クリーンなエネルギーが安全かつ安定的に低

コストで供給される社会の構築など重要な課

題が示され、海洋資源技術の開発や、洋上風

力発電システムの開発などの取り組みにより、

エネルギー自給率の向上とエネルギーセキュリ

ティ3が確保された社会の実現や、クリーンな

再生可能エネルギーを最大限に利用する社会

の実現などを求めていく。

Ⅱについては、
・新たな医療分野の研究開発体制を構築

・基礎研究 4と臨床現場の間の循環を構築しつ

つ、世界最先端の医療技術の開発を推進

　重点的取り組みとしては、医薬品・医療機器

開発の強化、臨床研究・治験への体制整備、世

界最先端の医療の実現、疾患に対応した研究の

強化などが挙げられる。これらによって、国民

の健康寿命の延伸、国民・社会の期待に応える

医療や我が国の技術力を最大限生かした医療の

実現を図り、医薬品、医療機器開発分野におけ

る競争力の向上、医療の国際連携、国際貢献を

推進することを目標としている。

Ⅲについては、

■図１　第２章「科学技術イノベーションが取り組むべき課題」

出所：内閣府資料

３　政治、経済、社会情勢の変化や資源問題など何が起こるか分からない中で、
国家として十分なエネルギーを確保していくリスク管理。

４　学術的な知識や，製品や利益に直接結び付くことのない技術と理論の発見に
関する研究活動。
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・ 人口減少・少子高齢化、地球環境・資源エネ

ルギー問題、大規模自然災害等への備えなど

を融合して一体的にとらえ、社会環境の急速

な変化に応じたインフラを構築

・高度経済成長期に整備されたインフラが一斉

に更新期を迎え、維持補修・更新への多額の

投資需要の発生が想定

　重点的取り組みとしては、インフラ維持管理

等や、次世代のまちづくりに向けたスマートシ

ティ5の実現が挙げられ、持続的に生活や産業を

支えるインフラを低コストで実現し、安全・安

心な持続可能な活力ある社会の構築を目指して

いる。

Ⅳについては、
・過疎化、高齢化、地域経済の疲弊や地場産業の

後退等による雇用機会の減少や、地域独自の

個性を強みとして生かせず全国画一化が進行

・農林水産業を成長エンジンとして育成

・地域の活性化に繋がる産業競争力の強化

　重点的取り組みとしては、革新的設計生産技

術の開発（具体例として、金属燃料ノズル、人

工股関節システム、歩行アシストロボットなど）、

農林水産業の生産・加工・流通システムの高度

化などが挙げられる。そして、地域資源の価値

を高め、新たな産業の創出食展開、農バリュー

チェーンの創出等を目標としている。

Ⅴについては、
・震災から早期に復興し、国民の生活や産業を

再生させることは喫緊の重要課題

・震災の教訓を生かした更なる発展の機会とな

るよう科学技術イノベーションを積極投入

　重点的取り組みとしては、地域医療への貢献

と次世代医療の実現や、再生可能エネルギー産

業の発展を支援（産業技術総合研究所が今展開

を始めた福島再生可能エネルギー研究所など）

し、復興再生をさらに加速化、成果や活用事例

を世界へ積極的に発信する。

　以上であるが、現在の社会において求められ

る各テーマをほぼ網羅した形でⅠ〜Ⅴはまとめ

られている。

　第２節では、「ＩＣＴ（情報技術）」、「ナノテ

クノロジー」、「環境技術」の３つが取り上げら

れているが、取り組み例としては、総合的なサ

イバーセキュリティへの対応（ICT）、希少元素

を代替する材料の開発や、強く・軽く・熱に耐

える革新的材料の開発、航空機の機体・エンジ

ン用樹脂、耐熱合金の開発、発電機用セラミッ

クコーティング、耐熱合金の開発（ナノテク）、

地球規模の観測データ等を活用した将来の再生

エネルギー量のポテンシャル把握、食料生産管

理への活用などが挙げられる。

　これらによって、５つの政策課題解決へ貢献

することを目指している。

5．第3章「科学技術イノベーションに適し
た環境創出」について
　次に第３章では、基本的認識として、「世界で

最もイノベーションに適した国」の実現に向け

た動きをさらに加速し、より実効性のあるもの

とするためには、各種の科学技術に関連する新

規の予算創設などで、国を挙げて持続的な発展

性のあるイノベーションシステムを実現する必

要がある。以下の図２（P16）の通り３つのテーマ

を掲げている。

　また「挑戦」と「相互作用」の機会を拡大す

る３つの施策として、

①研究開発法人を中核としたイノベーションハブ6

の形成
・研究開発法人を中核とした国際的な産学官共

同研究拠点の形成

５　ITや環境技術などの先端技術を駆使して街全体の電力の有効利用を図ること
で、省資源化を徹底した環境配慮型都市。

6 イノベーションに向けて知識・技術、アイデアやノウハウを持った担い手が集
う「場」や、これら担い?をバーチャルに結ぶネットワークの結節点となる拠点。
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・産業技術総合研究所等による「橋渡し」機能

の強化

・人材流動化の促進のための制度の導入と活用

②若手・女性や中小・ベンチャー企業が挑戦で
きる環境の整備
③大学、研究開発法人、資金、３つの改革への
先行的取り組み

以上の３つを示している。

　この中でも①については、「公的研究機関の「強

み」や地域の特性を生かして、イノベーション

ハブの形成に取り組む。特に、研究開発法人を

中核とした国際的なイノベーションハブの形成

に向けた次の取り組みなどを強力に推進するも

のであり、「研究開発法人を中核とした国際的な

産学官共同研究拠点の形成」や「人材流動化の

促進のための制度の導入と活用」などの実施を

試みるが、特に後者では、

・年俸制の導入促進や、医療保険・年金等の扱

いの明確化などにより、大学と研究開発法人

等との間でのクロスアポイントメント制度7の

積極的な導入・活用の推進

・共同研究や連携大学院 8制度

・民間企業への出向や研究休暇制度

というような、今まで産学官連携で問題となっ

ていたテーマへ一層積極的に「人事制度」に踏

み込んだ。本当の意味での交流に踏み込めるも

のの、年金受給資格等の問題が新たに発生する

ため、従来の制度とは反する部分の理解と克服

が求められる。

　また橋渡し機能に関しては、特に産業技術総

■図２　第３章　科学技術イノベーションに適した環境創出

出所：内閣府資料

7 大学等と他の機関の双方に身分を置いて、それぞれで業務を行うことができる
制度。

8 研究機関の研究者を大学の教授・准教授として迎え、その機関の研究環境を活
用しながら研究指導等を行う、大学院教育の方式。
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合研究所の事例が取り上げているので以下に記

すが、上記のように、研究段階を区分し、基礎

から事業化までの進捗によって取り組みを変え

ていくものである。この際に人材を双方向で流

動させることや知財等の活用も念頭においてい

る。一般的に公的研究機関は基礎研究への取り

組みの事例が多く、その応用、事業化が長く課

題となっていた。これを実現ための取り組みの

一つがこの橋渡しであり、今後の展開に注目し

たい。

　その他では若手・女性や中小ベンチャー企業

が挑戦できる環境の整備がある。海外諸外国と

比較しても中小ベンチャー企業に対する支出が

圧倒的に小さいのが日本であるとされており、

この克服に向けた取り組みもこの総合戦略では

謳われている。

6．本戦略を考えるポイントについて
　本稿では科学技術イノベーション戦略2014に

ついて取り上げた。実態としてどの位実際のビ

ジネスに寄与するかは未知のため、今後のその

予算配分なども注視することが求められる。ま

た、国の政策として力を入れること＝将来有望

ということは別の問題であるので、この点も留

意されたい。

　図１に出てくるSIP（戦略的イノベーション創

造プログラム）は、総合科学技術・イノベーショ

ン会議が司令塔機能を発揮して、府省の枠や旧

来の分野の枠を超えたマネジメントに主導的な

役割を果たすことを通じて、科学技術イノベー

ションを実現するために新たに創設するプログ

ラムとされる。それにより先端研究に対する競

争性は高まるが、一般的な産業振興に貢献する

わけではない。また、政府が考えるこれらのテー

マは非常に多くの人たちの議論から成り立って

おり、政治家も積極的に意見を述べている。ま

た役所に勤務する人たちの意識も非常に高い。

しかし、実際の多くの企業経営者などの目に触

れる機会がどこまであるのか、世の中での波及

が必要である。本稿は難易度の高い用語も多く、

社会でどこまでこれらが理解されるかは疑問で

ある。中小企業・ベンチャー企業が挑戦できる

環境の整備に対しての戦略も盛り込まれている

が、わかりやすい有効な活用策が盛り込まれる

ことが必要であろう。

＊本戦略に関しては以下のWebを参照頂きたい。

　http://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/

■図３　産業技術総合研究所の橋渡し

出所：内閣府資料


